
平
成
二
十
七
年
八
月
十
日
提
出

質

問

第

三

七

七

号

自
衛
隊
に
よ
る
核
兵
器
の
輸
送
と
広
島
平
和
記
念
式
典
に
お
け
る
非
核
三
原
則
へ
の
言
及
に
関
す
る
質
問
主
意

書

提

出

者

山

井

和

則
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自
衛
隊
に
よ
る
核
兵
器
の
輸
送
と
広
島
平
和
記
念
式
典
に
お
け
る
非
核
三
原
則
へ
の
言
及
に
関
す
る
質
問
主
意

書

安
倍
総
理
が
八
月
六
日
の
平
成
二
十
七
年
平
和
記
念
式
典
（
広
島
市
原
爆
死
没
者
慰
霊
式
並
び
に
平
和
祈
念
式
、
以
下
、
広

島
平
和
記
念
式
典
）
で
の
挨
拶
で
は
、
非
核
三
原
則
に
触
れ
ず
、
八
月
九
日
の
長
崎
原
爆
犠
牲
者
慰
霊
平
和
祈
念
式
典
（
以

下
、
長
崎
平
和
祈
念
式
典
）
で
の
挨
拶
だ
け
で
触
れ
た
理
由
が
、
ど
う
し
て
も
理
解
で
き
な
い
の
で
、
以
下
、
質
問
し
ま
す
。

一

非
核
三
原
則
に
つ
い
て
、
広
島
平
和
記
念
式
典
で
は
触
れ
ず
、
長
崎
平
和
祈
念
式
典
で
は
触
れ
た
が
、
な
ぜ
、
広
島
平
和

記
念
式
典
で
は
触
れ
な
か
っ
た
の
で
す
か
。

二

広
島
平
和
記
念
式
典
で
の
挨
拶
で
非
核
三
原
則
に
触
れ
な
い
、
と
い
う
安
倍
総
理
の
挨
拶
の
原
稿
案
は
い
つ
決
ま
っ
た
の

で
す
か
。

三

長
崎
平
和
祈
念
式
典
で
の
挨
拶
で
は
非
核
三
原
則
に
触
れ
る
、
と
い
う
原
稿
案
は
い
つ
決
ま
っ
た
の
で
す
か
。

四

両
者
の
原
稿
案
の
決
定
は
同
時
で
す
か
、
あ
る
い
は
、
広
島
平
和
記
念
式
典
で
の
原
稿
案
が
先
で
す
か
。

五

長
崎
平
和
祈
念
式
典
で
は
非
核
三
原
則
に
触
れ
て
、
広
島
平
和
記
念
式
典
で
は
触
れ
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
ど
ち
ら
か
一
方

だ
け
で
触
れ
る
に
し
て
も
、
逆
に
広
島
平
和
記
念
式
典
で
触
れ
て
、
長
崎
平
和
祈
念
式
典
で
触
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
し
な

一



か
っ
た
理
由
は
何
で
す
か
。

六

当
初
は
、
広
島
平
和
記
念
式
典
で
も
、
長
崎
平
和
祈
念
式
典
で
も
触
れ
な
い
予
定
だ
っ
た
が
、
広
島
平
和
記
念
式
典
で
非

核
三
原
則
に
触
れ
ず
、
批
判
を
受
け
た
の
で
、
急
遽
、
長
崎
平
和
祈
念
式
典
で
は
非
核
三
原
則
に
触
れ
る
こ
と
に
し
た
の
で

は
な
い
で
す
か
。

七

広
島
平
和
記
念
式
典
で
非
核
三
原
則
に
触
れ
な
い
、
と
の
判
断
を
し
た
の
は
、
官
僚
で
す
か
、
安
倍
総
理
で
す
か
、
そ
れ

と
も
両
者
が
相
談
し
て
決
め
た
の
で
す
か
。

八

広
島
平
和
記
念
式
典
で
の
挨
拶
原
稿
案
を
安
倍
総
理
が
初
め
て
見
た
の
は
い
つ
で
す
か
。
そ
の
時
に
は
、
原
稿
案
に
は
、

非
核
三
原
則
が
入
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
す
か
。

九

八
に
つ
い
て
、
も
し
入
っ
て
い
な
か
っ
た
な
ら
、
安
倍
総
理
は
入
れ
る
べ
き
と
は
思
わ
な
か
っ
た
の
で
す
か
。

十

八
に
つ
い
て
、
も
し
入
っ
て
い
た
な
ら
、
安
倍
総
理
は
、
な
ぜ
削
除
し
た
の
で
す
か
。

十
一

昨
年
ま
で
は
、
安
倍
総
理
は
、
広
島
平
和
記
念
式
典
で
の
挨
拶
で
非
核
三
原
則
に
触
れ
て
い
ま
し
た
が
、
今
年
、
触
れ

な
か
っ
た
理
由
は
何
で
す
か
。
昨
年
と
何
が
変
わ
っ
た
か
ら
で
す
か
。

十
二

八
月
七
日
の
衆
議
院
予
算
委
員
会
の
平
和
安
全
法
制
に
関
す
る
答
弁
で
、
安
倍
総
理
は
、
自
衛
隊
が
核
兵
器
を
輸
送
す

二



る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
と
答
弁
し
ま
し
た
が
、
将
来
の
新
し
い
総
理
大
臣
が
、
核
兵
器
輸
送
に
つ
い
て
、
「
あ
り
得
る
」
と

判
断
す
る
可
能
性
は
、
ゼ
ロ
で
す
か
、
ゼ
ロ
で
あ
り
ま
せ
ん
か
。
そ
の
根
拠
は
何
で
す
か
。

十
三

将
来
の
新
し
い
総
理
大
臣
が
、
核
兵
器
輸
送
は
「
あ
り
得
る
」
と
判
断
す
れ
ば
、
平
和
安
全
法
制
に
お
い
て
は
、
自
衛

隊
が
核
兵
器
を
輸
送
す
る
こ
と
は
あ
り
得
ま
す
か
。

十
四

そ
も
そ
も
法
律
的
に
、
核
兵
器
を
自
衛
隊
が
輸
送
す
る
こ
と
は
、
平
和
安
全
法
制
に
お
い
て
は
可
能
で
す
か
。

十
五

安
倍
総
理
は
、
核
兵
器
輸
送
は
あ
り
得
な
い
、
と
答
弁
し
ま
し
た
が
、
劣
化
ウ
ラ
ン
弾
、
大
量
破
壊
兵
器
、
生
物
化
学

兵
器
、
毒
ガ
ス
や
そ
の
他
の
非
人
道
兵
器
に
つ
い
て
、
法
律
上
、
自
衛
隊
に
よ
る
輸
送
が
可
能
か
否
か
、
政
策
的
に
あ
り
得

る
か
否
か
を
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
別
々
に
お
答
え
く
だ
さ
い
。

十
六

平
和
安
全
法
制
に
つ
い
て
、
弾
薬
の
中
で
も
、
自
衛
隊
が
輸
送
す
る
も
の
と
、
し
な
い
も
の
が
あ
る
な
ら
、
そ
の
判
断

基
準
は
何
で
す
か
。
ど
の
よ
う
な
弾
薬
は
輸
送
可
能
で
、
ど
の
よ
う
な
弾
薬
は
輸
送
不
可
能
な
の
か
、
法
律
上
と
政
策
上
を

分
け
て
、
そ
れ
ぞ
れ
別
々
に
お
答
え
く
だ
さ
い
。

十
七

八
月
七
日
の
衆
議
院
予
算
委
員
会
の
平
和
安
全
法
制
に
関
す
る
答
弁
で
、
安
倍
総
理
は
、
輸
送
す
る
弾
薬
の
中
身
を
い

ち
い
ち
確
認
す
る
、
と
答
弁
し
ま
し
た
が
、
確
認
は
、
ど
の
よ
う
な
方
法
で
確
認
す
る
の
で
す
か
。
事
前
で
す
か
、
事
後
で

三



す
か
。

十
八

日
本
が
支
援
す
る
国
の
軍
隊
が
、
自
衛
隊
に
輸
送
を
依
頼
す
る
弾
薬
の
中
身
を
、
も
し
明
示
し
な
い
場
合
、
自
衛
隊
は

輸
送
し
ま
す
か
、
し
ま
せ
ん
か
。
そ
し
て
、
自
衛
隊
が
ど
の
よ
う
な
弾
薬
を
輸
送
し
た
か
を
、
日
本
の
国
会
に
は
、
い
つ
開

示
さ
れ
ま
す
か
、
そ
れ
と
も
開
示
さ
れ
ま
せ
ん
か
。
ま
た
、
す
べ
て
開
示
さ
れ
る
の
か
、
ど
の
よ
う
な
形
で
開
示
さ
れ
る
の

か
に
つ
い
て
も
、
お
答
え
く
だ
さ
い
。

右
質
問
す
る
。

四


